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信ご雪
農村整備計画（その 1)

一総 説ー

北村貞太郎中小出 進料

まえがき

昭和45年度に始まった農業基盤総合整備パイロット調

査（俗称，総パ〉は農林施策の中での新しい農村施策と

して特色あるものと評価できょう。向調査は農村基盤総

合整備パイロット事業を生み出し農政上に農村整備行

政の重要性を認識させる一つの契機を作ったことはきわ

めて意義深い。

国土利用計画法の成立に関連しては，農村総合整備モ

デル事業（俗称モデル事業）が発足し国土庁発足後は

わが国で最初の農村整備課が生まれ，農村整備行政が国

土の有効利用施策上の一貫としてようやく位置つ’けられ

ることとなった。そして，農村総合整備計画が農村総合

整備モデル事業の前提として策定されることとなった。

農村総合整備モデル事業の発足とともに，土地改良事

業も新しい農村整備行政へ具体的に関与することとなっ

たが，ややもすると農村整備が従来どおりの土地改良技

術の組合せ程度に評価されがちである。この辺で，農業

土木全体として農村整備行政の中での農村整備計画をも

う一度，見直しておくことは非常に意味のあることと考

えられる。

本講座がこのような農村整備の時代的転期に企画され

たことは，非常に意義あろうが，その歴史の浅さは本計

画論としての学問的水準を十分高めるまで

ない。しかし，個々の内容は必ずしも十分とはいえなく

とも，農村整備計画の全体的な構成をとりあえずとりま

とめ，これからの農村整備計画論へのアプローチのーっ

とすることは意味があろう。次回以後の講座で，個々の

内容が述べられるが，今回はまず，農村整備計画の全体

的特色とぞの内容を概観しておくこととしたし、。

I.農村整備計画の特色

今日では，農村整備という概念が行政的用語としてば

く然と理解され，農村整備計画もそれに即応して通用し

ている。ところが，その計画の具体的内容を見るとき，

本京都大学農学部（き？とむらでいたろう）

紳宇都宮大学農学部（こいですすむ）

鹿土誌≪ ( 1) 

農村における「土地利用計画」との関連性を見失うと，

農村整備計画の意味がきわめてばく然としたものとなっ

てしまう。部門別にみると，単なる土地改良技術部門の

組合せにしか見えないであろう。

そこで，まず，農村整備計画の特色，考え方を従来の

土地改良技術と比較しながら，明らかにすることから始

めることとしよう。

①農村整備計画は農村地域における広義の面的整

備計画である

戦後の土地改良事業は昭和38年にホ場整備が登場する

まで，開墾・干拓等農用地造成事業を除いて，点的・線

的事業で大半が占められていた。今日でも，土地改良事

業の大半が農業水利体系の改善に主販がおかれている。

これは，旧来からある農業水利権を是正し土地改良区

単位に農村地域の農業水利体系を造ることにあるといえ

よう。

ホ場整備が登場して初めて，農業水利権の調整を含め

つつ，分散したホ場の集団化を図り，大規模区闘をもっ

新しい農業生産基盤を生み出す面的事業が展開した。と

ころが，ホ場整備は農用地整備に限定されていたため，

面的事業とはし、ぇ，農用地とし、う空間を抽出したものに

ついてであった。ところが，農村地域は農用地と農業水

利体系だけから成立つものではなく，農村住民の生活拠

点である農村集落が農用地と隣接しであり，住民が生活

上，生産上往来する道路がある。したがって，農村地域

を真に面的に整備し，農用地の価値をより向上させるに

は，これら農村集落や農村道路も同時平行的に整備しな

い限り，真の農村地域の整備は不可能である。そのた

め，農村整備計画は農村の総合的整備を達成するために

これら集落や道路の整備を従来の土地改良に加えて，そ

の上，農村地域全体を面的に総合整備しようとするもの

である。

従来の土地改良も農業水利体系の整備，農用地の整備

を通じて，実質的には農村地域という面の整備を展開し

てきた実演は大きい。ところが，その商整備の単位が土

地改良区に関連する領域であって，地域計画上の地域階

層性に.ftP応した地域単位で
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の面的地域単位とは，いわば独立的にあったといえる。

それに対して，農村整備計画の面的対象としての地域は

地域計画上の地域単位をとることをもって特色とする。

すなわち，広域市町村圏とか，市町村域とか，旧町村域，

大字（または農業集落域）とかいった面的単位が農村整

備計画の対象となってきている。

したがって，今までの土地改良を農用地整備，農業水

利整備を中心にした，間接的農村整備として評価すれ

ば，今日の農村整備はより直接的に，現代的な農村の実

状に即応して拡張された土地改良であるともいえよう。

②.村整備計画Iま最村地域＠総合的土地利用計蘭

を軸にして実施され~農村改良計画であ~

農村整備計画の第二の特色は，土地利用計画を輸にし

た土地改良計画ともいえる点である。ここでいう，土地

利用計画は農用地内の土地利用計画という限定された意

味のものではなく，①で述べたように農用地以外の集

落，工場，レクリェーシ..y用地等という，農業生産以

外の土地利用目的をもっ用地との適正な利用調整を図る

ためのものである。

今までのホ場整備は，日本農業の重点が米作農業にあ

ったため，水田のホ場整備に限定されがちであった。し

たがって，農用地内土地利用に対する配慮の必要性は欠

けていた。農業水利の場合もほぼ同様であった。

ところが，都市近郊農村では農用地の中に多くの住宅

がスプロール状に乱立するとか，米作以外の野菜作，ハ

ウス作等が進むとか，農山村でも農村工場等が建設され

るとかすると，農用地内土地利用のみならず，農用地と

これら集落（住宅），工場，ハウス等の用地領域を適正

に調整する必要性が生まれてくることとなる。また，農

業水利体系の場合についても，水質の汚染を十分考慮し

なくてはならない時代には，農村集落，工場，畜産施設

等の下水道との関係を無視して，農業水利計画を立案す

ることが不可能になってきている。その計画において

も，土地利用との関係がますます重要になってこよう。

このように，今までの土地改良の二本柱である農用地

の整備，農業水利の整備がいずれもそれら計画の要とし

て土地利用計周の重要性を要請してきている。そして，

農業振興地域整備に関する法律（農振法，昭和44年），

新都市計画法（昭和43年）の商法が制定されてから後の

農用地整備はこれら法定土地利用計画（地域制）に即応

することが要請されるようになり，他産業等の土地利用

計画を考慮する新しい土地改良計画が望まれてきてい

る。すなわち，今日の農村整備計画ではこのような地域

計画上の法定土地利用計画を軸にして，実施される農村

改良計画となづてきたことが第二の特色といえよう。
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③轟村整備計画は轟村地域の各種整備計画の総合

欄聾計画であ~

従来の土地改良の対象域を農業水利関連圏から地域計

画的単位に考えていくと，農村整備計画は今までの農用

地整備計画，農業水利計画を包括した農村地域全体の総

合整備計画といえる。すなわち，農村整備計画の第三の

特色はその部門計画である農村集落計画，農村道路計

画，農村上下水道計画，できれば，防災計画，歴史的風

土・文化財保存計画等も含めた，広義の面の改善に係わ

るすべての計画を総合的に取上げて実施する計闘でもあ

る。それは，個4の整備計画を総合的に取上げて整備全

体の価値を総合的にあげる計画でもある。

このような意味で，面的総合整備計画化への道として

総パが生れ，線的総合整備計画としてモデル事業が生れ

てきたといえよう。前者は集落整備計画とホ場整備計画

をできる限り一体化し，面計画としての意義を充実するe

ためであるし，後者は，従来の土地改良事業計画であま

り取上げられなかった農村道路や農村下水道の計画が組

込まれるようになってきたので，農村整備計画としての，

総合性を生かすように土地改良事業計画も着実に進展し

ている。

したがって，農村としての施設計画の総合化の一貫か

中で，従来の土地改良計画にはなかった農村生活施設か

計画が，農村整備計画のワタの中でとくに取上げられて

くることとなる。

④ 量島村重備計画Iま轟村基盤全体＠整備を通じて，

農業基盤を充実す~ための計画であ~

農村整備計画の理念的特色は農村施策の一貫としての・

計画である。従来の土地改良計画等は農政上の制約があず

るにしても，農業基盤の整備を通じて，実質的に農村整

備をそれなりに達成してきたという性格をもつが，農村千

整備計画の場合は直接的に農村整備を対象とし，そうし

た農村全体の整備を通じて，農業基盤をより堅固なもか

とするという立場である0 ・しかも，そうした直接的農村一

整備を通じて，国土の有効利用，保全にも寄与するとい

う側面をもっている。

II.農村

したがって，農村整備は広義の土地改良ともいえる，

が，それには長村の面的性格を十分理解することが大切P

である。そうでないと，農村整備計画が単なる土地改良

関連事業計画をたぱねたものになりかねない。そこで，

農村整備における農村の概念にまず触れることとしよ

う。

最近の農村整備における農村は英語でいうと「Rural,

以ir.』S阻浪EJ伺・ 1976,
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RegionJの意味である。残念ながら日本語には Rural

の意味を的確に表現する言葉を持ち合せていない。端的

にいって，市街地（Urban）の対応諾すなわち Ur凶 以

外のところすべてとして，農村（R町 alRegion）という

雷業を使っているにすぎない。したがって，ここでいう

長村t士山村，農山村，農村等と区分する農村類型のーっ

としての農村ではなく，これらすべてを総合した意味で

ある。すなわち，漁村も農村である。また，農村をAgri-

cultural Villageというイメージ，すなわち集落概念の範

晴でとらえる場合もあるが，農村はその意味でもなく，

俗っぽくいえば“田舎”である。

ところが，われわれ日本人が親しんできた農村という

イメージは一方で，農家が住んでいるむら〈村落）を想

像するとともに，そうしたむらと一体になったぼく然と

した周辺山野のイメージをさしている。集落地理学者が

描いていた農村は主としてこのような農業的集落（村

落）であったといえる。一方の都市の対応言語としての農

村の概念もきわめてぼく然としている。今日の都市は，

都会，市街地であるとする見解からすると，農村は都市

の背後地でしかない。わが国で，通常，都市というと人

口3万人以上の行政的市といいがちである（現実の都市

統計はこの行政的市である）が，そうした場合の都市は

空間的構成からみると市の中に上述したような農村がた

くさん合まれていることとなる。

一方，農村も土地利用上からみて集落，農用地，山林，

河川！，道路等で占められる空間的に一体的な一つの領域

である。このような概念からすると現在の市部としての

都市は市街地，集落ではなく，農用地，山林等として包

括する地域である。旧来的な意味の都市（集落としての

都市）は大ざっぱな見方からすると人口集中地区にほぼ

担当する。それは日本の国土のわずか2%以下である。

それ以外の98%の領域はここでいう農村である。換言す

れば，国土全体ともみれる領域である。しかし，具体的

な対象領域は当面，山林が除かれると残り約309ぢの領域

が農村整備計画の対象となってこよう。ところが，国土

の有効利用を図る上で，この農村領域はもっとも大切な

領域でもある。

ところで，このような農村は単に非人口集中地区とし

てあるのではない。また，その地域単位は従来の土地改

良における水系単位の地域ではなく，人聞の活動のレベ

ルによって分けられる地域である。その地域階層性の概

念的区分（単位地域）は，わが国の行政的実状と合せて

検討するとおよそ図ー1に掲げるようになる。

すなわち，家は近隣と一つのグループを形成する。そ

れは町，大字（または農業集落）程度のまとまりある地

域社会単位となり，それが区・旧町村程度の地域とな

り，その構成を総合して市町村という行政的単位が生ま

れる。市町村は近隣数カ市町村とまとまり，広域的市町

村グループを構成するが，これは府県内の地域構成プロ

ックとほぼ一致してくる。そして府県は近畿圏，首都圏

といった地方単位でまとまりをつくりつつ，国土全体を

構成している。すなわち，地域はそれぞれ，上位の地域

と下位の地域と連係をもちつつ，家と国土の地域階層性

からみた構成は，日本の地域的自然的条件と人間活動の

限界性から歴史的に生まれてきたものと理解すべきであ

ろう九

したがって，農村整備計画ではこうした地域の階層性

に即応して，計画上の精度が異なってくることとなる。

すなわち，農村整備計画をこうした地域階層性から分類

すると，広域市町村麗レベルの地域規模を対象にする広

域農村整備計画，市町村レベルの場合の中

単位地祇 醤議鑓盛 地域施策上四百恒例 城農村整備計画，並びにそれより下位の場

合の小域農村整備計画に分けられよう。i固！
地方

I.~ I r, 
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ところで，このような面としての農村

（地域）の実体的理解で大切なことは，農

村はphysicalにみて広義の土地と施設によ

って成立つているという点である。すなわ

ち，農村を支える商，地面としての土地，

換言して農村空間ともいえる不動でしかも

再生産のできない農村のうつわと，土地に

事 もちろん一市町村で広域市町村νベルのものや，

！日町村が市町村レベルの規模になるものはいろい

ろあるが．地域の規模とその段階的構成はほぼこ

のようになっていよう．また，将来行政的な単位

が変っても計画論的にはこうした構成はほとんど

変化しないであろう．
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支えられて始めて成立つ，人間の生活や生産に必要な手

段である physicalな実体，建物（施設）やホ場（基盤）

から成立つ。したがって，こうした農村の見方から農村

整備計画の内容は土地に係わる計画と施設に係わる計画

の二つの側面に大別できる。

III.農村整備計画の内容

農村整備計画の具体的内容は次号以降で述べられるの

で，ここでは講座聞の相互関連性に重点を置いて，本講

座で取上げられる全体的構成を簡単にスケッチしておく

こととする。

上述したように，農村整備計画の府容は地域概念に規

定されるところから，広域農村整備計画と小域農村整備

計画とでは質的内容が非常に異なる。しかし，今日のと

ころそれらをはっきり区別して論じかねるところから，

本講座では小域農村整備計画に焦点を当てつつ，中域農

村整備計画（場合によっては広域農村整備計画）も適笠

取上げることとした。また，内容的には土地に係わる計

画と農村施設に係わる計画に大別して述べられる。

I. 土地に係l>計画

土地に係わる計画は土地利用計爾と土地の権利調整計

画に大別できる。前者は対象地域内の各種用地の適正配

置であり，後者はそれを最終的に実現するために必要な

土地にまつわる各種権利関係を再調整する計画である。

土地利用計画はさらに，農村地域全体の大土地利用計

画と集落内土地利用計画の二つに分けられる。前者は農

村地域内にみられる農村集落，農用地，林業用地，レク

]) ＂＇ージョン用地，工業用地，交通用地，水利用地等

の各種土地利用目的別，土地利用種の用地調整に係わる

計画を指している。したがって，ここでいう土地利用計

画は畑地内の作付計画ではなく，農用地と集落用地問，

農用地と工業用地問等の土地利用調整のための計画とな

る。この種の土地利用計画の法定土地利用計画としては

農振法による農業振興地域整備計画や都市計画法による

市街化区域，市街化調整区域の指定が代表的なものとし

てあげられる。

わが国では，今日のところ農村集落内土地利用計画に

は法定土地利用計画がなく，西ドイツ等の実状に比較し

て，この土地利用計画論はいたって未熟である。しか

し，総パ等の農村整備関連調査からいくつかの農村集落

計画事例が現われてきた。

今後，農村地域の土地利用計画の立案にあたり，その

70%近くを占める山林等未利用地の利用計画にあたって

は自然保護計画にせよ．レクリェーショシ計厨にせよ，

また防災計画iこせよ，山林等の自然の潜在的立地条件を
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十分検討することが必要となる。そこで，本講座ではこ

のへんの新しい展望を景域保全論として取上げる。

土地利用計画は最終的に土地にまつわる諸権利の調整

を経てはじめて確定される。この問題は従来から土地改

良事業や土地区画整理事業の換地計画として知られてい

る。しかし，これからの土地の権利調整は農用地と異種

の地目（とくに宅地）との間で問題がとくに重要となっ

てこよう。そこで，この講座でもとくに非農用地を取込

む新しい換地を伴う土地の権利調整を取上げた。

そして最後の土地に係わる計画の問題として，これら

土地利用計画と水利用計画との関連性をとくに取上げる

こととした。これは今後の農村整備では土地利用計画に

立脚した水質問題を含む水利用計画がとくに重要課題で

あるとの認識からである。

2. 農村施設

上述した土地利用計画の各土地利用種別にはそれぞれ

の農村施設があるが，その中で，代表的な農村施設を取

上げることとしたし、。しかし，ホ場，農業水利施設，防

災施設等はすでに従来の土地改良施設等として周知のこ

とであるので，本講座では取上げられず，従来の土地改

良で考えられていなかった次のような農村施設に限定し

て論じることになろう。

(1）農村住宅

(2）農村生活施設

(3）農業生産施設

μ） レクリェーション施設

(5）農村道路

(6) 農村上下水道

すなわち，生活関連施設として，農村住宅，農村生活

施設， レクリヱーショ γ施設を取上げる。農業施設と

しては土地改良関連施設を除く，ライスセンター，集荷

場，ハウス，畜舎等最近急速に現われ出した農業生産施

設を取上げる。線的施設としては農村道路，農村上下水

道が論じられる。したがって，これら施設に農業水利施

設，ホ場，林業施設，防災施設（砂防施設，防風林等）

が加えられれば，ほぼ農村施設の全体となろう。

このように今日の農村整備計画論の中で農村施設は従

来の土地改良事業や農業構造改善事業等で取上げられて

きた農村施設は除外されている。これは，今日では，上

述したような生活関連施設等がその他の施設研究に比較

して技術的研究が遅れているためにすぎないのであっ

て，従来の土地改良関連施設が農村整備計画における農

村施設としてなお重要なものである点は変っていない。

問題は，これら従来取上げられなかった生活関連施設等

を含めて，総合的農村施設体系を土地利用計画に合ぜて

』our.JSID陪 Jan.1976 
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建設することが今日の農村にとってとくに望まれている

ことである。

3. 長村整備計画の構成

上述したような範囲内で農村整備計画の諸側面を一つ

の構成の中でとりあえずまとめてみると，おおよそ国々

に示すとおりである。今日の農村整備計画は，（1）農村

計画（狭義）， (2）農村施設整備，（3）土地整備，の三つ

の側面から成り，｛1）と（3；は土地に係わる計画，（2）は施設

計画である。それに即応した今日の農村施策上の役割分

担は図－2の右に示したようになっているといえよう。

(J)婁村計画
｛地規制）

農村（市町村〕 主主亙の中主主農村整備
計百・整備の展開

図－2 広義の農村整備と地域計画

的 農業土木学会「農村計画の手引き」編集委員会 2 「農村計画の

手引き」， 435 P (1975. 8) 

車土臆 44( 1) 

IV.調査計画の手法と農村整備計画事例

農村総合整備計画に関する調査計画手法は当面，先般

出版された農業土木学会の「農村計画の手引」＊｝にとり

まとめられている。また，総パの報告書の中には各種の

新しい技術的報告があるが，まだ体系化されていない。

そこで，本講座ではその手法を要約的にとりまとめてお

くこととする。

農村整備計画の事例は，農業基盤総合整備パイロット

事業や農村総合整備モデル事業の展開に伴い，いくつか

見られるようになってきたが，まだ日が浅い。しかし，

それらも一応の方向性が出てきたように思われるので，

本講座の終りにはこれら事例を若干摘出し，農村整備計

画の今後の課題を事例を通じて論及することとなろう。

むすび

本文では農村整備計画講座の第 l回目として，農村整

備計画の特色とこれからの講座の全体的構成に触れるに

とどめた。

この講座の全体的構成は農村計画研究部会員が中心と

なってとりまとめたもので，本文もそれに沿って執筆者

らの責任で解説を加えたものである。

また，この講座の特色として，総パやモデル事業の具

体的技術レベルへできる限り近づけることを目途としつ

つ，主として physical （物象的）な側面に限定して論述

された。そのため農村という対象も旧町村，大字規模大

きくても市町村域規模を念頭において書かれている。し

たがって，広域農村整備レベルで重要な社会・経済計画

的側面や一般的農村施策論は意識的に避けて論述されて

いる。そこで，それらの農村整備計画論の理念的側面は

別途，農業土木学会誌の特集号を企画し（昭和51年3月

号の予定），そこで論及される予定である。

〔1975.11. 19.受稿〕
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